
秩父市役所本庁舎及び市民会館建設基本構想（案）に対する 
パブリックコメント結果報告 

 
「秩父市役所本庁舎及び市民会館建設基本構想（案）」について、平成２４年３月１５日から平成２４年４月１６日まで、市報等を通じてご

意見を募集したところ、２４名の方から３８件のご意見をいただきました。 
お寄せいただいたご意見の概要とご意見に対する秩父市の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので報告いたします。 
多くのご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。 

 
１ 意見の募集概要 
 （１）募集期間 
    平成２４年３月１５日（木）～平成２４年４月１６日（月） ３３日間 
 （２）募集方法 
    書面又は電子メールによる募集 
 （３）周知方法 

 ・公共施設の窓口での閲覧、概要版の配布 
     （市役所本庁舎等建設準備室、歴史文化伝承館１階情報コーナー、各総合支所、各地区公民館、各市立図書館及び分館） 
    ・市報ちちぶ平成２４年３月号への掲載 

・市ホームページへの掲載 
・町会への回覧 
・市民説明会の開催（４会場で延べ５回） 

 
２ 意見の募集結果 
 （１）意見提出者：２４名（郵送１名、FAX６名、Ｅメール３名、窓口提出１３名、何でも投書箱１名） 
 （２）意 見 件 数：３８件 
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◆基本構想（案）に関する意見 
 
○意見に対する対応区分 
区分 対     応 件 数 
Ａ 基本構想（案）で検討済みのため、修正しません ２２件

Ｂ 基本構想（案）を修正・追加します １件

Ｃ 今後の取組みにおいて参考にします １４件

Ｄ 対応が困難なため、反映できません １件

 
 
○意見の概要と秩父市の考え方 
No 関連項目 ご意見の概要 秩父市の考え方 対応 

1 とりあえず、秩父市の中心地で交通アクセスも良

く、利用のしやすい一等地に建設がなされそうで安心

している。市内中心部の空洞化防止の観点からも、現

在の利便性が継続し、新しい文化の創造起点として大

いに希望が持てる。県外からの来訪者にも優しい場所

である。 

 

建設地については、交通の利便性、中心市街地への影響

のほか、建設費用、早期の機能復旧、歴史文化伝承館との

連携など総合的に検討した上で、最も適していると考えら

れる現在地に決定しています。 Ａ 

2 

P10～P11 

基本となる方向

性について 

建替えの必要性が全くない。現状でよい。 

伝承館でよい。ミューズパークも活用するともっと

よい。 

 

市役所本庁舎及び市民会館の老朽化対策・耐震対策につ

いては、東日本大震災以前から検討を進めていました。検

討している途中で東日本大震災が発生し、両施設が使用で

きなくなるという事態に陥り、市役所本庁舎の機能回復を

Ａ 
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3 市役所本庁舎及び市民会館を解体して市民会館の

み建替えをする。合築反対です。 Ａ 

4 市役所機能は伝承館へ移して、現在の市役所は解体

後、市民会館を建替える。現在の市民会館跡地は駐車

場にする（地下に駐車場を整備しても良い）。 

 建設費用については、解体費と市民会館建設費だけ

（駐車場整備は含めるが）で約２０億円程度におさえ

られると思われる。 

Ａ 

5 庁舎の新築は必要ないです。 Ａ 

6 合築による建替えに反対します。 

優先課題として位置付けることとなりました。 

耐震補強と建替えの場合の建設コストやライフサイク

ルコストの比較、防災拠点としての機能、バリアフリーへ

の対応、財源などについて、市議会における協議、公募市

民も含めた市民会議での検討、市長と語る会、そして市役

所内部での検討など、継続して議論してきました。 

こうした検討経緯を踏まえて、総合的に判断した結果と

して、平成23年12月に基本方針を策定し、「現在の市役所

本庁舎の位置に合築して建て替える」ことを決定していま

すので、ご理解いただきたいと存じます。 

Ａ 

7  市役所内に入ると、なぜか緊張させられてしまう雰

囲気が漂っているので、時たま用事で行く市民も普段

着のまま気軽に入ることができる構造の市役所にし

て欲しい。言うまでもなく主役は市民なのだから。 

Ａ 

8 これからの高齢化社会に備え、ワンストップサービ

スをより一層充実させ、ワンフロア１ヵ所で用事が済

ませられる構造の市役所にして欲しい。 

新しく建設する建物は、アプローチからの動線、窓口の

配置、プライバシーへの配慮など、来訪者に配慮した施設

計画を検討することで、「利用しやすく親しみやすい庁舎」

とすることを目指します。また、一つの窓口で様々な行政

サービスの提供を受けることができるワンストップサー

ビス等の導入についても検討していきます。さらに、ユニ

バーサルデザインを積極的に導入することで、高齢者の方

はもとより、あらゆる世代の方々が安心して気軽に利用す

ることができる施設にしていきたいと考えています。 

Ａ 

9 

P22～P28 

基本的な理念 

（８つのコンセ

プト）について 

ＩＴ活用（議会） 

（ホールは）今でもたくさんあるので、その充実を

図ればよい。 

新しく建設する建物は、「市民を守る『あんしん』、自然

環境に『やさしい』施設」になることを目指しており、こ

れを実現するための「８つのコンセプト」を掲げています。
Ａ 
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ミューズパークや旧東高等の活用。 

秩父の木材は秀逸な品質ではない。 

市場に出しても値がつかない物品にほこりは育た

ない。 

支所等の積極活用で対応すべき。 

 

それぞれのコンセプトについて、今後具体的な内容の検

討を進め、質の高い行政サービスが提供できるよう努めた

いと考えています。また、既存の他の公共施設につきまし

ては、ファシリティマネジメントの観点から、各施設の廃

止・統合、長寿命化や質的改善などを検討し、戦略的に管

理・活用していく取り組みを進めていきます。 

なお、秩父地域産の木材について、品質が劣るというこ

とはありません。市有林の中には、樹齢100年を超えるよ

うな立派なスギ・ヒノキなどが多数あり、貴重な財産であ

ると認識しています。材木の市況が厳しい状態にあること

は確かですが、秩父地域の木材の積極的な活用は、林業の

振興だけでなく、地域全体の活性化につながる大切なテー

マであると考えています。 

10 災害等が発生した場合（最悪の状態）、市民が生活

出来る３日分の食料、水、毛布等の備蓄を確保出来る

建物を追加してもらいたい。 

秩父市では、災害から市民の生命や財産を守るため、地

域防災計画を策定しています。この中で、食料等の備蓄に

ついて、「市人口の１割を被災人口と想定し、３日分に相

当する量を目標として、市、県、市民がそれぞれ備蓄する

ものとする。」としています。この計画に基づいて、市内

各地に防災倉庫を設置し、食料や毛布等の計画的な備蓄を

行っています。 

新しく建設する市役所本庁舎及び市民会館については、

災害時における対策本部あるいは避難所としての機能を

有する防災拠点として位置付けたいと考えています。 

Ａ 
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11 環境にやさしいエコ庁舎として、特にここに重点を

置き、エコに優れた建設会社を選び、地元の業者とも

連携して、維持、管理費を減らす。エレベーターの隣

に階段を設けて、歩きたい人には歩いて頂く。今の地

下ももっと広げて、土地の有効利用を考え、できるだ

け駐車場を広くする。 

市役所と市民会館は合築して、（ホールは）２階席

は閉じられて、少ない人数の時は閉じて省エネを図

り、稼働率を上げる。（例えば、1階席が600席、2階席

が500席とすれば少ない人数の時でも使える） 

機能的でコンパクトな庁舎で、設計者と市と市民の

話し合いが必要だと思います。 

８つのコンセプトは全部良いし、すばらしいです。 

市では、“エコタウン秩父づくり”に取り組んでおり、

このたびの市役所本庁舎及び市民会館の建替えについて

も、この一環として位置付け、「エコ庁舎」とすることを

目指しています。具体的には、太陽光などの自然エネルギ

ーを積極的に活用するとともに、雨水の活用やLED照明の

導入など施設自体の省エネルギー化も推進し、自然環境に

やさしく、維持管理費の節減も可能な施設にしていきたい

と考えています。 

また、市民会館のホールについては、2階席の設置等も

検討し、少人数の催し物でも利用しやすい形態にしていき

たいと考えています。今後、設計の段階においても、市民

の皆さんのご意見を伺いながら、事業を進めていきたいと

考えていますので、よろしくお願いいたします。 

Ｃ 

12 文化行事を他町で催すのでは足の確保が大変です。

市民会館の必要性は大きいです。 

（市民説明会で）市長さんもいっておられた様に発

信できる会場も大いに必要です。 

Ａ 

13  (ホールは)ミューズパークの利用率をみても必要

ない。 

横瀬町民会館、皆野文化会館の活用で十分である。

Ａ 

14 

P35～P38 

ホールの必要

性・機能につい

て 

市民会館の1,100席は必要でしょう。 

主な理由は、首都圏の主要な会合に対応できる席数

でなくてはいけないと考えます。県北でのコンサート

秩父地域に1,000席規模の室内ホールが1箇所は必要だ

と考えています。ホールは、未来を担う秩父市の子どもた

ちが、質の高い芸術文化に触れる体験をしたり、歌舞伎や

獅子舞などの郷土芸能、演劇、音楽などを発表したりする

ための場として重要な役割を担うものです。そして、秩父

の誇る伝統文化や芸術を全国に発信していくための拠点

にもなります。 

秩父市の人口は減少する傾向にありますが、こうした中

で、自治体としての魅力や存在意義を高めていくために

は、伝統芸能の継承や芸術文化活動の振興が一層重要にな
Ａ 
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等を予定する団体は少なくないと思いますが、その場

合の主要なエリアは熊谷エリア、本庄・深谷エリアと

秩父エリアと言えるでしょう。それぞれの会場とし

て、さくらめいと（熊谷）、本庄文化会館、秩父市民

会館を考えると思います。それに対応できるホールは

必然的にこの席数になるのではと考えます。とは言

え、利用頻度は自ずと限られるでしょう。説明会の後

の質問者の方も言われていましたが、人口減少が避け

られない我が国に在って大規模な会合より、むしろ数

百人程度の催しの方がずっと多い筈です。ホールの半

切りが出来る仕様にして置くべきだと思います。 

懸垂型で木質の簾なり、厚織のドンスなどで仕切っ

たら如何でしょうか。光熱費の削減はもとより、席数

に合わない参加者数でしたら間抜けにも見えるし、主

催者など自責の念に駆られるし、心穏やかではありま

せん。 

 新市庁舎、市民会館が無事に落慶できます様、関係

者の皆さんの御努力と共に一市民として見守りたい

と存じます。 

ると考えています。また、各種全国大会や公開番組の収録

など、地域活性化を図るためのイベントを誘致する際に

も、1,000席規模のホールの存在は大きな利点となります。

後世の子どもたちに「良いホールを造ってもらって良か

った」と喜んでいただけるように、機能性が高く利用しや

すいホールを建設したいと考えています。 

なお、2階席の設置等により500人～600人程度の催し物

でも利用しやすい形態にしたり、運営計画の策定を検討し

たりすることにより、利用率の向上にも努めたいと考えて

います。 

15 ○大ホールについて 

①座り心地いい座席を 

催しものによっては長時間要する場合があります。

座席には多少のゆとりが欲しいものです。現在の市民

市民会館のホールについては、現在と同規模の1,110席

±100席程度を想定しています。 

これまでの市民会館ホールは、アプローチからの動線、

客席の座り心地、舞台の広さや間口、楽屋の数や広さ、リ

Ｃ 
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会館ホールの椅子は幅40センチ、奥行き40センチで

す。体格が大きい方は窮屈でしょう。深谷にある映画

館の椅子は幅45センチ、奥行き48センチあります。肘

掛の幅も8センチありますので、隣と擦れ合うことも

ありません。背もたれも80センチあります。長時間で

も疲れません。座席の前後も少し間を置き、立ち上が

らなくても前を通れると落ち着いて居られます。 

②特別の席として 

車椅子使用者スペース４～５  母子席４～５ 

③ホールの座席数について 

計画は、1,110±100とあります。現状に近い数だと

思います。前項①、②を考慮しますとスペースに無理

が生じるかもしれません。人口は、20年後に4万8千人

台と予想されています。参考までに、熊谷文化創造館

ホールは1,000です（人口20万4千）。 

④ホールのトイレについて 

休憩時間時の女子トイレは、行列でたいへんな状態

です。数を増やすことと、本庁舎などのトイレも使用

できるように考慮すべきです。 

 

以上の提言は、予算増加を伴うものも含まれます

が、50年・100年先まで誇りを持って使用できる悔い

のない文化会館を建設してください。 

ハーサル室の必要性、音響設備の使いにくさ、搬入口に大

型トラックが入れないなど、利用する方々から、様々な課

題が指摘されていました。 

新しく建設する市民会館ホールは、こうした課題につい

て、設計段階において利用する方々のご意見を伺いなが

ら、合築によるメリットを活かし、必要な機能や性能を満

たした使いやすいホールにしていきたいと考えています。

市民会館ホールは、子どもから高齢者まであらゆる年代

の方々が、学び、憩い、集い、交流する場としての役割を

担っています。基本的な概念の一つに掲げている「郷土の

誇り、芸術文化の創造空間としての市民会館」の実現を目

指して、いただいたご意見を参考にさせていただきます。
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16 大ホールの入口は1階にしてください。高齢者は増

えています。階上ですと催事が終了した後、エレベー

ター前が混雑で大変になります。 

Ｃ 

17 秩父農工科学高校演劇部は、市民会館で自主公演を

３０回以上（３０年以上）やってきたヘビーユーザー

です。なので、市民会館再建は私たちにとって、極め

て大きな願いです。新市民会館での自主公演、私たち

の夢です！ 

市だけでなく、郡市全体の芸術文化の拠点となる施

設にしてください。 

具体的な要望としては、 

・駐車場の台数を豊富にして、出入ルートも２つ以

上設置してください。・練習室等を沢山用意してくだ

さい。・舞台の奥行きを広くしてください。・観客席は

左右に広げすぎないように。・ホール全体の音響設計

をしてください。・大型トラックが出入りできる搬入

口を設置してください。・乗り込みイベント（外部ス

タッフが機材一式を持込むイベント）への対応や各施

設のベーシックな部分の充実も考慮してください。 

Ｃ 

18 ホールは、声がしっかり響くような設備にしてほし

い。また、楽屋の数を増やして欲しい。ロビーももっ

と活用できるような設備がほしい。練習室をつくって

ほしい。（舞台）裏道をもっとよくしてほしい。搬入

Ｃ 
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口が広い方がいい。袖中が広い方がいい。 

客席をよくして座り心地がいいように。 

19 楽屋を充実させてほしい。もっと広くする、コンセ

ントを増やす、手を洗う場所を設置する、男女の仕切

りなど。 

Ｃ 

20 新市民会館は、秩父市民を始め秩父郡の人が演劇や

コンサートなどなど、たくさんの催し物をより高い芸

術性で楽しめる「西埼玉で一番いい会館と言ったら市

民会館」と言われる埼玉芸術劇場のような会館になっ

てほしいです。 

具体的には、 

・ホールと客席は黒でかっこよく統一する。・照明

機材は、Ｃ型タイプのコンセントにする。・サスなど

の綱元は電動がいい。・時計のライトは消えて、客席

灯も消えて、非常灯はうすくなるようにする。・照明

は、サスやフロントシーリングなど、登れるようにす

る。・大型なプロジェクターがあると便利。・様々なア

ーティストを呼んでほしい。・舞台にも空調を入れて

ほしい（床以外で） 

Ｃ 

21 P37～P43 

施設計画につい

て 

歴史伝承館のカーブが連続するような市役所を期

待する。来庁者の所用は１階の移動のみで完結できる

ようにし、玄関ホールを吹き抜けにして来庁者が心を

癒やされる空間を創出してほしい。 

建物のデザインについては、今後設計の段階で検討して

いくことになります。いただいたご意見も参考にさせてい

ただき、利用しやすく、来庁者が心を癒され、市民の皆さ

んに親しまれるような施設にしていきたいと考えていま

Ｃ 
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中枢部や会議室を２、３階に、４階を議会関係、記

者クラブを配置する。最上階に四方が展望できるよう

なサロンを作り、市民に開放する。非常時にはこの部

屋を緊急対策室として活用できるようにインフラ整

備を充実する。有線のみでなく、無線での通信確保も

考える。 

地下の文書は、極力デジタル化やフィルム化を進め

て、スペースを減らす努力をした方が良いと思う。不

要な物は廃棄した方が良いと思うが、ディジタルメデ

ィアは寿命が短いこともあり、文書で残す必要のある

物は、他に書庫を確保した方が良い。 

す。また、防災活動の拠点として、建物自体に高度な耐震

性能や防火性能を備えるとともに、ライフラインが途絶し

た場合でも一定期間は機能確保が図れるような施設とな

ることを目指します。 

書庫については、移動式書架等の導入により、面積の削

減が可能であると考えています。同時に、文書の適切な保

存・管理に努めてまいります。 

22 P38 

会議研修機能に

ついて 

私は毎年母親大会で市の後援をいただいています。

昨年は会場がなく、県立高等技術専門校熊谷分校（秩

父教室の講堂）をお借りすることができました。 

例年、福祉女性会館の集会室でした（福祉女性会館

にも耐用年数があるのでは）。７０～１００人規模で

使い勝手のよい会場でしたので、そのような機能をも

った会議室も市民会館の中にできることを望んでい

ます。 

会議室については、これまでの利用実績を参考にしなが

ら、今後設計の段階で部屋数や面積を検討していく予定で

す。パーティション（間仕切り）で分割するなど多様な利

用形態に対応できるように工夫し、使い勝手の良い会議室

を設置したいと考えています。 
Ａ 

23 P40 

想定する面積に

ついて 

建設にあたり、将来にわたり良い施設をつくるため

にはコンパクト・11,000㎡ありきではなく、庁舎とし

て必要となる事務スペースやその他各諸室さらに市

民会館の必要機能を調べ悔いのないものを作る必要

現状の市役所本庁舎及び市民会館の合計面積は、11,224

㎡です。限られた予算の中で、必要となる機能を満たすと

ともに、面積の拡大を極力抑えたいと考えています。これ

までの市役所本庁舎は、国の基準や他の自治体の事例に比

Ａ 
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がある。 

このためには震災前の面積から今後増加や削減の

可能性について検討し面積を算出することがわかり

やすいのではないか。 

秩父市歴史文化伝承館の建設時の目的外の用途利

用や仕様変更は変更に要する費用と全体のバランス

を考え費用対効果等について十分検討し行う必要が

ある。 

べて狭隘な面積でした。新しく建設する施設の想定面積

は、東日本大震災以前の配置を前提として、機能ごとに必

要最低限の面積を積み上げて算出しています。防災機能や

ホール機能など面積が拡大する可能性がある要素もあり

ますが、会議室や機械室などを効率的に共用化することに

より、現状の面積に比べてコンパクト化する計画となって

います。隣接する歴史文化伝承館との連携も含めて、詳細

については、今後設計の段階において検討していきます。

24 P41 

配置計画につい

て 

文化・芸術の創造活動及び鑑賞を旨とする施設と日

常多機能にわたる自治業務を本文とする役所庁舎と

合築するのは、いささか疑義を感じます。しかし、そ

の件は既決されたこととなれば、せめて配置計画にお

きましては、パターンＣ（P43）に同意します。文化・

芸術（芸能も含む）の催しに集まる広範な人たちは、

日頃役所には出入しない方が多いと思います。初めて

来館する人にもわかりやすい建物に設計してくださ

い。 

庁舎とホール等の文化施設を併設する複合施設の事例

は、効率的な行政経営や公共施設の再配置の観点から、近

年増加する傾向にあります。 

合築のパターンについては、あくまでもイメージとして

提示したもので、今後、設計の段階で具体的に検討してい

くことになります。市役所と市民会館は用途が異なります

ので、アプローチからの動線や各施設の配置を十分に検討

するとともに、セキュリティ対策にも対応した建物にして

いきたいと考えています。 

 

Ａ 

25 P44 

駐車場計画につ

いて 

「基本構想(案)」のなかで、市民会館跡地に設置予

定の100台規模の駐車場については、立体化や地下利

用も考慮しているとのことであり、立体化の駐車場を

設置するものとする。また、祭り広場としての利用を

考慮し、2階建ての駐車場とする。 

駐車場については、現在市役所の構内及び周辺に合計で

404台分のスペースがあります。市民会館ホールでのイベ

ントの際には駐車場が不足する状態に陥り、利用していた

だく方々にはご迷惑をお掛けしています。 

基本構想（案）では、市民会館の解体跡地を有効活用す

Ｃ 
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駐車場１階の外周には耐震壁と電動シャッターを

設け、平時はシャッターを解放、非常時は締め切るこ

とで大広間を作り利用する。本庁舎、市民会館建設着

手前に設置し、駐車場を確保しておく。 

26 （駐車場を100台以上増加は）必要ない Ａ 

27 駐車場の問題が未だ指摘されるようだが、市民会館

跡を駐車場にすれば、かなりの数の増加が見込まれ

る。ただ、誰もがいつでも目的外で駐車できる状態で

いくら場所を増やしても、焼け石に水である。 

来庁者の利便性を言うなら、他市町でも採用してい

るような部課のスタンプ制や、時間管理の駐車場とし

ての機械設置を考えた方が良い。 

Ａ 

28 駐車場は計画では少なすぎると思います。 

地下2階位な地下駐車場の計画をお願い致します。

ることなどにより、相当数の増加ができると見込んでいま

す。新しく建設する施設の配置は、今後設計の段階で検討

していくため、現時点で正確な駐車可能台数を算出するこ

とはできませんが、駐車台数を現状より 100 台以上増加さ

せることを目標にしています。 

また、目的外の無断駐車についても管理方法の見直しを

検討し、施設を利用される方々の駐車場の確保に努めたい

と考えています。 

なお、立体駐車場あるいは地下駐車場の設置につきまし

ては、建物の配置を決定していく過程において、費用対効

果を検証しながら検討していきたいと考えています。 

Ａ 

29 P44 

駐車場計画につ

いて 

（その他） 

（上記立体駐車場の）亀の子石側の壁面に常設の

（夜祭用）コンクリート製桟敷席を設置する。 

桟敷席の下に防災倉庫、夜祭用品保管庫、市役所の

ごみステーションを設置する。 

秩父夜祭の際の観覧席については、例年、秩父夜祭観光

祭実行委員会が有料の仮設観覧席を設置しています。市と

して常設の秩父夜祭用観覧席を設置することは、政教分離

の観点から困難であると思われます。しかしながら、秩父

夜祭は地域を代表する伝統文化であり、大きな誘客効果も

期待できます。市民会館の解体跡地をイベント広場として

整備し、秩父夜祭の際に活用するという方法も考えられま

す。今後、関係団体とも協議しながら、整備計画を検討し

ていきます。 

Ｄ 
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30 P45～47 

概算事業費及び

財源について 

財政余裕のない中で負担が重過ぎる。 

次世代への負担を残したくない。 

秩父市の財政は健全な状態ですが、決して豊かではあり

ません。そのため、限られた財源を優先度の高い事業から

配分していくことになります。市役所本庁舎及び市民会館

は、自治体の基本的な機能として欠かすことのできない重

要な施設です。現在、両施設ともに使用できない状態にあ

り、早期の復旧は行政としての責務でもあります。 

建設に必要となる財源についても、積み立てを進めてき

た基金や合併特例債等の活用により見通しが立ちました。

仮に、今回建て替えずに改修する場合でも、近い将来には

建替えの必要性が生じます。その際には合併特例債はあり

ませんので、建て替える財源も確保できなくなってしまい

ます。大変有利な財源である合併特例債や補助金を活用す

るとともに基金を充当することで、市の実質的な負担を軽

減するだけでなく、将来の世代への負担もできるだけ残さ

ないよう配慮する財政計画となっています。引き続き、少

しでも負担を軽減するための努力をいたします。 

Ａ 

31 P48 

事業の進め方に

ついて 

物品業者は、市の納品は入札であり価格破壊以上の

きびしい価格競争で苦労しております。 

建設に関してはよくわかりませんが、当然秩父市内

の大手業者より見積指定と思いますが、市外・県外・

超大手ゼネコンより格安価格の見積りが提出された

場合はどのように対処されるのでしょうか。 

建設工事の発注方法には、一般競争入札、指名競争入札、

随意契約など複数の方法があります。秩父市では、多くの

場合、地元事業者を中心とした一般競争入札又は指名競争

入札を行っています。建設工事の発注の場合には、物品購

入とは異なり、「最低制限価格」というものが設定され、

それ以下の金額での入札は失格となります。これは、ダン

ピング受注を未然に防止するために行っている措置です。

Ｂ 
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この最低制限価格は、予定価格の１０分の９から１０分の

８の間で設定しています。 

市役所本庁舎及び市民会館の発注方法はまだ決定して

おりませんが、同様に最低制限価格を設定し、不当な低入

札を防止したいと考えております。 

また、地元事業者への発注機会を考慮し、地域への経済

効果が十分に波及するよう努めたいと考えております。 

なお、基本構想（案）に、「地元事業者への発注機会を

考慮し、地域への経済効果が十分に波及するよう努めま

す。」という記載を追加します。 

 

32 いちばん要望したい事は、入札を成功させる事で

す。 

（以前からの入札は安ければと第一中学校の失敗 

又建て直しても失敗、伝承館も土地を無駄使いし、ア

ールをつけた建物は使いづらいし、よく考えると元の

入札にある様です） 

 

今後、設計あるいは建設工事等の段階において、入札が

行われることになりますが、最も適した発注方法を検討す

るとともに、公平で透明性の高い入札を行ってまいりま

す。 

また、このたびの市役所本庁舎及び市民会館の建替え事

業では、設計者の選定をプロポーザル方式で行いたいと考

えています。この方式は、具体的な設計内容について、設

計者選定後に協議しながら決定していくことができるた

め、発注者の意向や市民の声を設計に反映しやすいという

メリットがあります。 

建物の配置、デザインや窓口のレイアウトなどを含め、

今後設計の段階で検討していくことになりますが、いただ

Ｃ 
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いたご意見も参考にさせていただき、使い勝手の良い施設

にしてまいります。 

33 市庁舎、市民会館、歴史文化伝承館を周回する道路

は有りますので、入退場がスムーズに出来る様、道路

行政当局に働きかけて右折レーンの創設等をするべ

きだと思います。 

進入路等につきましては、今後、設計の段階において建

物の配置を決定していく過程で検討します。いただきまし

たご意見も参考にさせていただき、円滑で安全な進入路等

となるよう検討してまいります。 

Ｃ 

34 過去の市庁舎建設でも５０年を経ての建物。今回、

５０年～１００年を見すえた日本一の特色ある市庁

舎を期待したい。 

今世紀に適した日本随一の市庁舎、市民会館を望み

ます。 

地域産木材を積極的に活用するとともに、秩父夜祭など

の伝統文化や自然環境との調和を図ることにより、秩父ら

しさを感じられる特色のある施設にしたいと考えていま

す。 

また、十分な耐久性があり、自然環境への負荷を軽減し、

将来の変化にも柔軟に対応できる建物とすることで、今後

５０年先あるいは１００年先まで市民共有の財産として

親しみをもって利用し続けていただけるよう、検討してい

きたいと考えています。 

Ａ 

35 敷地にある３本の欅の木については、残念だが少な

くとも北側の２本は、伐採する方向で進めるべきだと

思う。欅の木を無理に残そうとしても、枝の広さ以上

に広がった根を数十パーセント切断せざるを得ず、近

い将来枯れる恐れがある。子どもを育苗し新しい植栽

を行うべきだと考える。 

既存の樹木については、可能な限り残したいと考えてい

ます。ただし、今後の設計段階において、建物配置、建設

コストや駐車スペース等に多大な支障をきたすような状

況となる場合には、樹木の由来や移植の可能性等を調査

し、環境団体等のご意見も伺いながら対応を検討していき

ます。 

Ｃ 

36 

その他、全般的

なご意見 

市庁舎建て替えについてですが、建て替え決定、市

役所と市民会館の合築にて進んでおり、市長もこの方

東日本大震災での被災により、市役所本庁舎及び市民会

館は立入禁止の措置を講じています。この結果、本庁舎の Ａ 
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法以外ないというスタンスで進んでおります。しか

し、合併特例債が利用出来る期間が延長されたので、

もっと時間をかけじっくり検討すべきでは無いでし

ょうか。 

現在市役所機能が分散されておりますが、私の聞く

限りでは不便さを訴えている方はおりませんので。 

そして秩父市の人口減少率等を勘案して、もし建替

えるならもっともっとコストを下げた方法を検討し

て欲しいです。合併特例債とはいえ借金には変わりあ

りません。税金なのです。 

機能は、隣接する歴史文化伝承館を始めとして、芸術文化

会館、地場産センター、吉田・荒川の各総合支所等へ分散

配置されています。中心となる窓口機能は歴史文化伝承館

の1階に移転していますが、狭いスペースに押し込む形に

なりましたので、市民の皆さんのプライバシーを確保する

ことさえ難しい状況です。そして、学校や市営住宅等の手

続きなどの際には分散した各施設に移動していただく必

要もあり、特に自動車の運転ができない方には大変なご不

便をおかけしています。 

また、職員も分散配置に伴い会議や決裁等で移動しなけ

ればなりませんので、そのためのコストも発生していま

す。 

さらに、本来は歴史文化伝承館の公民館活動のために作

られた美術陶芸室、多目的室、調理室、交流フロアなどは

使用できない状態が続いています。 

短い期間であれば、以上のような状況についてご理解を

いただき、我慢していただくということもお願いできます

が、今後、50年以上という長期間にわたり継続していくこ

とには限界があります。そもそも、市役所の位置は、地方

自治法の規定により、「住民の利用に最も便利であるよう

に、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考

慮を払わなければならない」こととされています。現在の

分散配置は、あくまでも緊急避難措置であるということを
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ご理解いただきたいと存じます。 

次に、建設コストにつきましては、可能な限り低コスト

で建設するため「合築」という方法を選択しています。ま

た、他の自治体の低コスト建設の事例を参考にし、華美な

施設にはいたしません。延床面積についても、合築するこ

とにより、国の基準や他の自治体の事例に比べてコンパク

トな施設を目指しており、将来の人口減少も見据えた計画

となっています。また、合併特例債は、借金であることに

間違いありませんが、返済額の７０％を国が負担してくれ

る大変有利な財源です。もちろんこの財政支援も国民の税

金等で賄われることになりますが、市民が努力して合併し

たことに対する正当な権利であり、秩父市に還元されるべ

き利益でもあります。市として、地域の発展のために活用

していく責務があると考えています。 

なお、合併特例債の活用期限の延長につきましては、平

成24年4月16日現在、国会で審議が継続されており、未だ

決定されておりません。仮に延長された場合でも、本来、

災害時の拠点となるべき市役所本庁舎が使用できないと

いう異常状態をいつまでも放置しておくことはできませ

ん。いつ発生するかわからない災害に備え、市民の皆さん

の安心・安全な生活を守るため、少しでも早く機能を回復

させなければならないと考えています。 
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37 基本構想（案）は、新庁舎・市民会館建設の方向性

を決める重要な役割を担っている。今回の基本構想

（案）を見ると、全体的に整序しないまま編綴された

のではないかと思われる。前後で矛盾する記述があ

り、方向性が明確でないため、判断を誤る可能性があ

る。 

まず、基本的な理念については、抽象性の高いもの

であるが、殊に、⑦木材を活用し、秩父らしさを感じ

られる庁舎は基本理念の最大のものであり、それに付

随して①災害に強く、防災拠点となる安心・安全な庁

舎がある。これを具体化するために、各分野の英知と

経験を結集することは勿論のこと、いかなる素材（鉄

筋、鉄骨、木材）を選択使用して実施段階でその理念・

目的を達成するか。その取捨選択により秩父地域の行

政・文化の拠点となることは勿論のこと、全国的に誇

れるシンボルになるとともに、大きく循環型社会や地

球温暖化防止に貢献できる建物、さらには林業・木材

産業の振興等の秩父経済の活性化に繋がる重要な点

であり、市民全体が納得できる建物になるものと確信

している。 

（構造について）、「『鉄筋コンクリート造』または

『鉄骨鉄筋コンクリート造』が適していると考えてい

る」とし、「混構造」についてその可能性を述べるに

市役所本庁舎及び市民会館の建替えについては、「市民

を守る『あんしん』、自然環境に『やさしい』施設」を基

本的な理念として、これを実現するために８つの概念を示

しています。 

この中に、「１ 災害に強く、防災拠点となる安心・安全

な庁舎」、あるいは「７ 木材を活用し、秩父らしさを感じ

られる庁舎」という概念があります。 

まず、秩父地域産木材の活用については、積極的に取り

組みたいと考えています。どのような構造を採用するかに

ついては、今後設計の段階で、耐震性・耐火性・耐久性・

建設コスト・後年度の維持管理費などを検証した上で決定

していく予定であり、現時点では決定していません。ご意

見をいただきました木造と鉄筋コンクリート造を併用す

る「混構造」も一つの方法として検討していきたいと考え

ています。 

また、木質化についても、腰壁だけでなく、内装材や家

具など、人の目に触れ、肌に触れる部分を中心に積極的に

木材を活用することにより、温かみがあり、秩父らしさを

感じられる施設となることを目指しています。 

No.9の方のご意見にも回答しているとおり、秩父地域の

木材の積極的な活用は、林業の振興だけでなく、地域全体

の活性化につながる大切なテーマであると考えています。

次に、面積等の具体的な指標については、設計者を選定

Ｃ 
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とどまり、「木造」に関して一言も触れず無視してい

る。木質構造の良さを活かしつつ比較的大規模な建築

を実現するには混構造建築が適切であり、積極的に検

討すべき重要主題と考える。「⑦木材を活用し、秩父

らしさを感じられる庁舎」は基本理念最大の理念であ

り、これが実現されなければ、都会にある単なる「モ

ダンビル」に過ぎず、逆に秩父地区に違和感のある建

造物にすらなる可能性がある。何ら工夫を検討するこ

となく、即結論付けるのは、現在の建築設計の動向や

建築素材に関して研究ないし配慮が足りないと言わ

ざるを得ない。 

公共分野での木材利用拡大を目指す「木材利用促進

法」や市が策定している「秩父市公共建築物における

木材利用促進に関する方針」に根本的に逆行し、むし

ろ各法・方針の趣旨の理解不足を露呈していると言わ

ざるを得ない。 

第8章の事業費及び財源の項目でも、あくまでも「算

定条件」としながら、構造は「鉄筋コンクリート造又

は鉄骨鉄筋コンクリート造」としている。木造建築、

木造RC・混構造の場合の積算がない。市民に戸惑いを

与えるものであり、今後基本設計・実施設計をする専

門家に対しても明確な基準を提示しているとは言え

ない。基本理念の「自然環境に『やさしい』施設」に

する際の与件として整理する必要があると認識していま

す。現在のところ、設計者の選定はプロポーザル方式によ

り行いたいと考えています。この方法は、設計案を採用す

るのではなく、設計業務に対する設計体制、実施方式、プ

ロジェクトに対する考え方等についての概要的な技術提

案を求め、必要に応じてヒアリングを行い、「設計委託に

ふさわしい考え方を有する組織と人」を選ぶ方式です。市

民の皆さんのご意見も伺いながら設計に反映させていく

ことも可能です。したがって、詳細な事項については、設

計者を選定してから検討していくことになります。木材の

積極的な活用はもとより、隣接する歴史文化伝承館との連

携も考慮し、コンパクト化を図りながらも利用しやすく魅

力的な施設となるよう検討していきたいと考えておりま

すので、ご理解をいただきたいと存じます。 
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も反するものである。 

また、「主要構造部への木材の使用は認定等の相当

の時間を要します」との記述があるが、今後のスケジ

ュールの間隔で、十分に検討する余裕があると考え

る。仮に余裕がなければ、スケジュールの変更も必要

なのではないかという意見もある。 

さらに、「内装材の木質化例」を述べてはいるが、

単なる腰壁の事例であり、内装材や家具等への積極的

な方針を示していない。 

可能な限り工夫して、構造材のみならず、内外装材

や家具などへの木質化を努力すべきである。別途に、

事務机、椅子その他の備品の木質化への予算措置をす

る積極的な姿勢を示すべきである。 

面積については、拡大及び縮小の可能性を記述する

のみであるが、具体的な指標を示すべきである。具体

的機能、機能面積の指標がなくては、各機能、施設内

容が明確にできず、隣接する歴史文化伝承館との有効

活用も具体化できない。「コンパクト化」とは、単に

建物面積を数量的に減少させることを意味するにと

どまらず、建物空間を効率的に処理し、人間行動の動

線を能率的にするとともに、結果として、利用する

人々の精神的安らぎを与えることが主要な目的であ

ると考える。各箇所に「設計の段階で考える」との記
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述があるが、確かに細部の検討はそのとおりである

が、基本理念を実現するためには各箇所の具体的な指

標を示さなければ、基本設計の基準とはならない。森

林資源が豊かで、木材の生産体制、加工技術が整い、

地域産業との結びつきが強い秩父地域で、木質化混構

造を検討することが、森林・林業振興を起爆剤に、秩

父地区の経済活性化をと指導する市長の方針に沿う

ものである。秩父地区産材及び秩父市の所有する山林

が活用され、地産地建が目指されることにより、秩父

地域の山林の木材性能が評価され、今回の市役所本庁

舎・市民会館建築が、木材活用の実践的・模範的方法

として全国に知らしめ、木の可能性及び活用のネット

ワークを創造できることを強く期待する。 

38 ○８つのコンセプト（理念） ７の木材を活用し秩父

らしさを感じられる庁舎を主眼とした新庁舎にして

もらいたい。 

○伝承館はコンクリート建物、新庁舎は木質化の建物

で、異質ではあるがデザイン・機能共に調和の取れ

た建物にしてもらいたい。 

○伝承館は円を基にしたコンクリート柱なので、新庁

舎は丸太の柱（飾り柱的であれ）で、「亀の子石」（秩

父の心・秩父らしさ）を中心の「円」の心を取り入

れた設計にお願いしたい。 

地域産木材については、No.9、No.37の方のご意見にも

回答しているとおり、積極的に活用していきたいと考えて

います。 

また、デザインなど詳細については、今後設計の段階で

検討していくことになりますが、木材の活用を始め、秩父

夜祭など地域の歴史・文化との融合や既存の歴史文化伝承

館との調和を図ることにより、秩父らしさを演出していき

たいと考えています。 

Ｃ 
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○近隣地域のときがわ町の全ての学校のように建築

基準法の範囲内限度最高の木質化にしてもらいた

い。 

※ ご意見の概要中、（ ）内の記述は、文脈等から判断して追記させていただきました。 
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